
横浜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

 

制定 平成27年12月18日 健高在第893号（局長決裁） 

 最近改正 令和７年４月１日 健高在第590号（局長決裁） 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第115

条の 45第１項に規定する地域支援事業として横浜市が実施する介護予防・日常生活

支援総合事業（以下「横浜市総合事業」という。）に関し、法、介護保険法施行令（平

成10年政令第412号。以下「政令」という。）、介護保険法施行規則（令和６年厚生労

働省令第61号。以下「省令」という。）、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ

有効な実施を図るための指針（令和６年厚生労働省告示第168号。以下「指針」とい

う。）及び地域支援事業の実施について（平成18年６月９日老発第060901号厚生労働省

老健局長通知。以下「通知」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、法、政令、省令、指針及び通知で使用する用

語の例による。 

 

（事業の目的） 

第３条 横浜市総合事業は、次に掲げることを目的に行う。 

(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者

自身の力を活かした自立に向けた支援を行う。 

(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、いきいきと暮らしていくことが

できる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。 

 

（事業の内容） 

第４条 市長は、横浜市総合事業として、次に掲げる事業を行う。 

(1) サービス・活動事業（第１号事業）（法第115条の45第１項第１号に規定する事業

をいう。） 

ア 訪問型サービス（第１号訪問事業） 

(ア ) 横浜市訪問介護相当サービス 

指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの 

(イ )  横浜市訪問型生活援助サービス 

指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した

基準によるもの 

(ウ ) 横浜市訪問型支援 

補助の方法により実施する住民主体のボランティア等により提供される生

活援助等の支援 



(エ ) 横浜市訪問型 

保健・医療の専門職により提供される支援で、３箇月から６箇月までの短期

間で行われるもの 

イ 通所型サービス（第１号通所事業） 

(ア ) 横浜市通所介護相当サービス 

指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの 

(イ ) 横浜市通所型支援 

補助の方法により実施する定期的な利用が可能な自主的な通いの場で住民

主体のボランティア等により提供される支援 

ウ その他生活支援サービス（第１号生活支援事業） 

(ア ) 横浜市配食支援 

補助の方法により実施する住民主体のボランティア等が見守りとともに栄

養改善を目的とした配食を行う支援 

(イ ) 横浜市見守り支援 

補助の方法により実施する住民主体のボランティア等が行う定期的な安否

確認、緊急時の対応及び訪問による見守りを行う支援 

エ 介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

地域包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント 

(2) 一般介護予防事業（法第115条の45第１項第２号に規定する事業をいう。） 

ア 介護予防把握事業 

イ 介護予防普及啓発事業 

ウ 地域介護予防活動支援事業 

エ 一般介護予防事業評価事業 

オ 地域リハビリテーション活動支援事業 

 

（第１号事業の対象者） 

第５条  前条第１項第１号に掲げる事業の利用の対象者は、次の各号のいずれかに該

当する被保険者とする。 

(1) 居宅要支援被保険者 

(2) 省令第140条の62の４第２号に掲げる第１号被保険者（以下「事業対象者」とい

う。） 

(3) 前条第１項第１号ア(ｳ)、イ(ｲ)及びウに掲げる事業（以下「補助事業」という。）

を、居宅要支援被保険者又は事業対象者のときから継続して利用する居宅要介護

被保険者（補助事業及びそれに伴う介護予防ケアマネジメントの利用に限る。） 

 

（第１号事業支給費の額） 

第６条  省令第 140条の 63の２第１項第１号イ及び同項第３号イの規定により市長が

定める第１号事業支給費の額は、別表に掲げる１単位の単価に別添に掲げる単位数

を乗じて算定した額（当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超える

ときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。）の100分の90に相当する額と



する。 

２  法第59条の２第１項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政

令で定める額以上である居宅要支援被保険者等（次項に規定する居宅要支援被保険

者等を除く。）に係る第１号事業支給費について同条第１項の規定を適用する場合に

おいては、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。 

３  法第59条の２第２項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が前

項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等が受

ける同条第１項に係る第１号事業支給費について、同条第１項中「100分の90」とあ

るのは「100分の70」とする。 

４  前各項の規定により算定した場合において、当該額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 

 

（第１号事業支給費に係る支給限度額） 

第７条  居宅要支援被保険者の第１号事業支給費に係る支給限度額は、法第55条第１

項の例による。 

２  居宅要支援被保険者が第４条第１項第１号ア(ｱ)、 (ｲ)及びイ (ｱ)に掲げる事業と、

介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービ

ス若しくはこれに相当するサービス（以下、「介護予防サービス等」という。）を併せ

て利用した場合の当該居宅要支援被保険者の第１号事業支給費及び介護予防サービ

ス等の支給額の合計は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サ

ービス費等支給区分限度基準額（平成12年厚生省告示第33号。以下「告示第33号」と

いう。）第２号に規定する額を上限とする。 

３  第１項の規定を事業対象者に適用する場合において、介護予防サービス費等支給

区分限度基準額に相当する額は、告示第 33号第２号イに規定する単位数により算定

した額とする。 

 

（第１号事業支給費に係る審査及び支払） 

第８条 市長は、第１号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の

45の３第６項の規定により神奈川県国民健康保険団体連合会に委託して行う。 

 

（高額介護予防サービス費等相当事業） 

第９条  市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービ

ス費相当事業（以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。）を行う。 

２  高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等について

は、法第61条及び法第61条の２に定める規定を準用する。 

 

（償還給付等の手続） 

第10条  第１号事業支給費に係る償還給付及び高額介護予防サービス費等相当事業費

の支給に関する手続については、横浜市介護保険条例等施行規則（平成12年３月31日

規則第44号）第18条及び健康福祉局長が別に定める横浜市介護保険関係申請・通知等



事務取扱要綱（以下「申請・通知等事務取扱要綱」という。）の保険給付に関する規

定を準用する。 

２ 申請及び支給決定等に係る様式は、申請・通知等事務取扱要綱に定める保険給付に

係る様式を用いるものとする。 

 

（第１号事業支給費の額の特例） 

第11条  区長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担すること

が困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第１号事業支給

費の額の特例を決定することができる。 

２  第１号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、健康福祉局長が別に定め

る横浜市介護保険給付の額の特例事務取扱要領の規定を準用する。 

３  法第 60条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、

第１号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。 

 

（第１号事業の実施方法） 

第12条 第４条第１項第１号ア(ｱ)、(ｲ)及びイ(ｱ)に掲げる事業は、法第115条の45の３

第１項の規定による指定事業者が、健康福祉局長が別に定める基準に従い事業を行

うものとする。 

 

（指導及び監査） 

第13条 市長は、横浜市総合事業の適切かつ有効な実施のため、横浜市総合事業を実施

する者に対して、指導及び監査を行うものとする。 

 

（委任） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、横浜市総合事業の実施に関し必要な事項は、健

康福祉局長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成28年１月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成28年７月15日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。  

 

附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

 

附 則 



この要綱は、平成30年８月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成30年10月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年10月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第６条） 

サービス種類 １単位の単価 

横浜市訪問介護相当サービス 
厚生労働大臣が定める１単位の単価（平成27年厚生労働省告示第

93号。以下「単価告示」という。）の規定により、10円に横浜市の

地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。 横浜市訪問型生活援助サービス 

横浜市通所介護相当サービス 
単価告示の規定により10円に横浜市の地域区分における通所介

護の割合を乗じて得た額とする。 



別添 

横浜市訪問介護相当サービス費、横浜市訪問型生活援助サービス費及び横浜市通所

介護相当サービス費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当

該費用の算定にあたっては、以下に掲げる他は、介護保険法施行規則第140条の63の

２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和６年厚生労働省告示第86

号。以下「報酬告示」という。）及び介護保険法施行規則第140条の63の２第１項第１

号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について（令

和６年３月15日老認発0315第５号、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長

通知）によるものとする。 

 

１ 横浜市訪問介護相当サービス費 

イ 訪問型サービス費１１ 1,176単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週１回程度の訪問） 

ロ 訪問型サービス費１２ 2,349単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週２回程度の訪問） 

ハ 訪問型サービス費／２１３ 3,727単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週２回を超える程度の訪問） 

ニ 訪問型サービス費２１  287単位 

（事業対象者・要支援１・２ １回につき・１月の中で全部で４回までのサー

ビスを行った場合） 

ホ 訪問型サービス費（短時間サービス） 163単位 

（事業対象者・要支援１・２ １回につき 主に身体介護を行う場合 １月に 

つき22回まで算定可能） 

ヘ 初回加算 200単位（１月につき） 

ト 生活機能向上連携加算 

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100単位（１月につき） 

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200単位（１月につき） 

チ 口腔連携強化加算 50単位（１回につき） 

リ 介護職員等処遇改善加算 

（１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位×245／1000 

（２）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位×224／1000 

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位×182／1000 

（４）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位×145／1000 

 

注１  生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月におい

てイからリを算定しない。 

注２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置

未実施減算として、所定単位数の１／100に相当する単位数を所定単位数か

ら減算する。 



注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定

減算として、所定単位数の１／100に相当する単位数を所定単位数から減算

する。 

注４ イからホまでについて、事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣

接する敷地内の建物若しくは事業所と同一建物に居住する利用者（事業所に

おける１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居

住する利用者を除く。）又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービ

スを行う場合は、所定単位数に90／100を乗じる（以下この注において「同

一建物減算」という。）。また、事業所における１月当たりの利用者が同一敷

地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定相当訪

問型サービスを行った場合は、１回につき所定単位数の85／100を乗じる。 

ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定相当訪問型サービ

ス事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者（事業所における１月あた

りの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を

除く。）に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、１回につき所定

単位数の88／100に相当する単位数を算定する。 

なお、同一建物減算を算定する場合であっても、支給限度基準額の算定にあ

たっては、減算する前の所定単位数を用いることとする。 

注５ リについて、所定単位はイからチまでにより算定した単位数の合計。 

注６ 介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 

 

２ 横浜市訪問型生活援助サービス費 

イ 生活援助サービス費Ⅰ 1,058単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週１回程度の訪問） 

ロ 生活援助サービス費Ⅱ 2,114単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週２回程度の訪問） 

ハ 生活援助サービス費Ⅲ 3,354単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週２回を超える程度の訪問） 

ニ 生活援助サービス費Ⅳ 258単位 

（事業対象者・要支援１・２ １回につき・１月の中で全部で４回までのサー

ビスを行った場合） 

ホ 初回加算 200単位（１月につき） 

 

注１ イからニまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建

物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90／100を乗じ

る。なお、建物の範囲については、報酬告示における訪問型サービスの取扱

いに準ずる。 

 

３ 横浜市通所介護相当サービス費 

イ 通所型サービス費１１ 1,798単位 



（事業対象者・要支援１ １月につき・週１回程度の通所） 

ロ 通所型サービス費／２１２ 1,798単位 

（要支援２ １月につき・週１回程度の通所） 

ハ 通所型サービス費１２ 3,621単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週２回程度の通所） 

ニ 生活機能向上グループ活動加算 100単位（１月につき） 

ホ 若年性認知症利用者受入加算 240単位（１月につき） 

ヘ 栄養アセスメント加算 50単位（１月につき） 

ト 栄養改善加算 200単位（１月につき） 

チ 口腔機能向上加算 

（１）口腔機能向上加算（Ⅰ） 150単位（１月につき） 

（２）口腔機能向上加算（Ⅱ） 160単位（１月につき） 

リ 一体的サービス提供加算 

栄養改善及び口腔機能向上 480単位（１月につき） 

ヌ サービス提供体制強化加算 

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

①事業対象者・要支援１  88単位（１月につき・週１回程度の通所） 

②要支援２        88単位（１月につき・週１回程度の通所） 

③事業対象者・要支援２ 176単位（１月につき・週２回程度の通所） 

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

①事業対象者・要支援１  72単位（１月につき・週１回程度の通所） 

②要支援２        72単位（１月につき・週１回程度の通所） 

③事業対象者・要支援２ 144単位（１月につき・週２回程度の通所） 

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

①事業対象者・要支援１   24単位（１月につき・週１回程度の通所） 

②要支援２         24単位（１月につき・週１回程度の通所） 

③事業対象者・要支援２   48単位（１月につき・週２回程度の通所） 

ル 生活機能向上連携加算 

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100単位（１月につき） 

３月に１回を限度とする。 

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200単位（１月につき） 

ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算 

（１）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 20単位（１回につき） 

６月に１回を限度とする。 

（２）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５単位（１回につき） 

６月に１回を限度とする。 

ワ 科学的介護推進体制加算 40単位（１月につき） 

カ 介護職員等処遇改善加算 

（１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位×92／1000 

（２）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位×90／1000 



（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位×80／1000 

（４）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位×64／1000 

 

注１  イからハまでについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位

数に70／100を乗じる。 

注２  イからハまでについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、

所定単位数に70／100を乗じる。 

注３  別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置

未実施減算として、所定単位数の１／100に相当する単位数を所定単位数か

ら減算する。 

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定

減算として、所定単位数の１／100に相当する単位数を所定単位数から減算

する。 

注５  イからハまでについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から

利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する

（以下この注において「同一建物減算」という。）。なお、同一建物減算を算

定する場合であっても、支給限度基準額の算定にあたっては、減算する前の

所定単位数を用いることとする。 

イ及びロ 376単位 

ハ       752単位 

注６  利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行わない場合は、片道

につき47単位を所定単位数から減算する。ただし、注５を算定している場合

は、この限りではない。 

注７  カについて、所定単位はイからワまでにより算定した単位数の合計。 

注８  サービス提供体制強化加算及び介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管

理の対象外の算定項目である。 


